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１．主要渋滞箇所の見直しについて
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課題認識① 新たな渋滞箇所の存在

・選定時以降の新たな道路整備（栗東水口道路・水口
道路等）により交通状況が変化

・道路利用者団体（トラック協会等）より、主要渋滞箇
所以外の渋滞箇所に関する意見が複数あがっている

課題認識② 主要渋滞箇所のモニタリング方法改善

・R5第1回の渋滞協にて、特定解除の評価に関して、
より長い道路区間での評価に関する意見があった

・当該の交差点以外からの影響により渋滞が評価さ
れている箇所が存在（※p.4に記載）

・新たな道路整備等を踏まえ、新たな主要渋滞箇所
の選定方法を検討 ・主要渋滞箇所のモニタリング基準の見直しを検討

交通実態に応じた適切な主要渋滞箇所の評価サイクルを実現

【課題認識と方針】

○平成24年度の主要渋滞箇所の選定から、令和5年度までに12箇所を特定解除としている。
○令和5年度には特定解除フローの一部見直しも行っているが、以下の通り新たな課題等も踏まえながら、交通

実態に応じた適切な主要渋滞箇所の評価を実施していきたい。



対象箇所追加分析状況地域

• 交通ビッグデータによる追加候補箇所

• 地域の声（自治体が対策検討を公表もしくは道路利用者会議
が要望）による追加候補箇所

• R5年度に追加分析フローを提案兵庫県

• 主要渋滞箇所以外の交差点
• H29年度に追加分析フローを提案
• H29年度に9箇所、R2年度に2箇所追加

石川県

• 道路利用者会議の要望箇所（トラック事業者・バス事業者・ハ
イヤー・タクシー事業者の道路利用者が、渋滞が発生してい
ると認識している箇所）

• 新たな渋滞発生交差点（当初主要渋滞箇所を選定してい以
降に渋滞が発生した交差点）

• H28年度に地域開発箇所において2箇所追加
• R1年度に追加分析フローを提案

愛知県

• 道路利用者会議の要望箇所

• 開発や道路ネットワーク整備による交通状況の変化が想定さ
れる箇所

• R3年度に追加分析フローを提案
• R3年度に1箇所追加

広島県

• 新規路線開通等の影響による新たな渋滞発生箇所
• 大型集客施設開業後の影響による新たな渋滞発生箇所
• 道路管理者及び自治体の要望箇所

• R2年度に追加分析について提案
• R3年度追加分析フローを提案
• R4年度に7箇所の追加を提案（了承有無は未公開）
• R5年度に1箇所追加

沖縄県

○他地域でも新たな主要渋滞箇所の選定に関する検討が進んでおり、道路ネットワーク整備や沿道施設の開発などによ
り交通状況に変化があり、かつ渋滞している交差点を主要渋滞箇所に追加する動きがみられる。

○これらの状況を踏まえ、滋賀県においても主要渋滞箇所の追加選定にむけた検討に着手したい。

■他地域の主要渋滞箇所追加に向けた動向

２．新たな主要渋滞箇所の選定検討
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２．新たな主要渋滞箇所の選定検討

■新たな主要渋滞箇所の選定フロー（案）

○新たな主要渋滞箇所の選定は、平成２４年の当初選定時の手法を踏襲しつつ、現在の「特定解除判定」の結果を踏ま
えて、選定を進める。（令和6年度第2回協議会にて追加候補箇所を提示予定）

交通ビッグデータによる箇所抽出
センサス区間単位等で、県内全主要交差点において

交差点流入速度・交差点損失時間を用いて定量的に抽出する

交通ビッグデータによる追加候補箇所

平日12時間
渋滞損失時間
（ワースト50箇所）

平日12時間
平均速度（※1）

（ワースト50箇所）

休日12時間
平均速度（※1）

（ワースト50箇所）

地域の声からの箇所選定
交通ビッグデータによる定量評価では選定されない

道路利用者の実感に基づく箇所を選定する

地域の声による追加候補箇所

※H24選定時のパブコメに相当

道路利用者会議要望

区間での要望（国道●号 ●●～●● 等）
NO YES

追加箇所選定から除外
（個所数が膨大かつ箇所特定が困難）

主要渋滞箇所（Ｈ24）との重複確認

平日・休日12時間平均速度20km/h未満

追加箇所選定から除外

追加候補箇所
からの除外

NO
(20km/h以上）

YES(20km/h未満）

追加候補箇所を管理者チェック

新たな主要渋滞箇所として選定
（渋滞対策協議会での承認を経て追加登録）

追加候補箇所から除外
（他事業との関係等に応じて管理者が判断）

YES

信号待ち2回以上の推定割合
が各流入部で10%以上(※2)

選定済

非選定

（※1）交差点の各方向の平均旅行速度のうち、最も低い方向の平均旅行速度で評価
（※2）ETC2.0プローブデータを使用して推定。なお他の流入部と比較して極端に交通
量の少ない場合等により許容される流入部は除く。

NO
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３．主要渋滞箇所のモニタリング基準の見直し検討

○モニタリング基準の見直しに関しては、以下のような内容で検討を進める。
○次回協議会までに、具体的な評価区間の見直し箇所を提示する予定。

【検討項目】

一部評価区間の見直し

→評価区間が長いことにより、周辺交差点の
速度低下が他の評価区間に影響している
箇所が存在し、実際の交差点速度との乖離
が見られる。

・当該交差点以外からの影響を受けな
い区間を基本とし、評価区間の見直しを
実施（例：センサス区間からDRM区間への変更等）

【見直し方針（案）】

至 八日市

芝原町
進行方向

至 名神黒丸
PA

至

永
源
寺

至

近
江
八
幡

芝原町
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時

今堀町蛇溝町市辺町

※センサス区間とDRM区間の違い

至 八日市

芝原町
進行方向

至 名神黒丸
PA

至

近
江
八
幡

芝原町
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時

今堀町蛇溝町市辺町

0～10km/h未満
10km/h～20km/h
20km/h～30km/h
30km/h以上
データなし

DRM区間センサス区間

20km/h未満

至

永
源
寺 踏切付近で

速度低下

速度データ分析区間

0～10km/h未満
10km/h～20km/h
20km/h～30km/h
30km/h以上
データなし
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それぞれの区間の特徴

基本的に交通量および道路状況に著しい変化のない区間で区切られて
おり、区間長が長く、1区間に複数の交差点が含まれることがある。

センサス区間
（交通調査基本区間）

基本的に道路同士の交差点間で区間が区切られているため、センサス区
間と比較し１区間あたりの区間長が短く、細かく評価できる。

DRM区間
（Digital Road Map区間）



３．主要渋滞箇所のモニタリング基準の見直し検討

○モニタリング基準の見直しに関しては、以下のようなスケジュールで検討を進めていく予定である。
○次回協議会までに実際の具体的な見直し結果を提示する。

【今後のスケジュール】

R６第1回協議会（本日）

・モニタリング基準の見直し
の方針を提示

R6第2回協議会までの事務局での具体実施項目

・対象となる交差点の抽出
・区間の見直し 等

R６第2回協議会

・モニタリング基準の見直し
の具体内容を提示

R7年度～

・新しい基準によるモニタリ
ング、特定解除検討を実施
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